
幼児期の学校教育・保育、地域のこども・子育て支援を総合的に推進
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◆施設型給付
・認定こども園、幼稚園、保育所を
通じた給付

◆地域型保育給付
・小規模保育、家庭的保育、
居宅訪問型保育、事業所内保育

◆児童手当

子ども・子育て支援給付

地域子ども・子育て支援事業

こども・子育て支援会議と市町村子ども・子育て支援事業計画について（イメージ図）

大阪市

こども・子育て支援会議

調査審議

ニ
ー
ズ
調
査

て
支
援
事
業
計
画

計
画
的
な
整
備

地域子ども・子育て支援事業

◆利用者支援、地域子育て支援拠点事業、
一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、
養育支援訪問事業
ファミリー・サポート・センター事業、

◆子育て短期支援事業
◆延長保育事業、病児・病後児保育事業
◆放課後児童クラブ
◆妊婦健診

平成25年度「こども・子育て支援会議」において検討を開始し、
平成26年度国の基本指針に基づき、「市町村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、平成27年4月より本格実施

※２

※２ 平成27年10月に消費税が10％に引き上げられる場合

※１ 設置努力義務（子ども・子育て支援法第77条）

※１
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